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①我が国の国内計量管理制度に基づく保障措置検査実績及び各種報告件数等

6 (6) 6 (6) 291 (311) 24 (12) 267 (299) 73 (68) 57 (53) 8 (8) 8 (7)

22 (22) 16 (16) 80 (140) 0 (3) 80 (137) 69 (66) 23 (21) 23 (23) 23 (22)

57 (57) 54 (54) 188 (259) 12 (8) 176 (251) 155 (158) 19 (38) 68 (60) 68 (60)

2 (2) 2 (2) 23 (16) 0 (0) 23 (16) 6 (6) 2 (2) 2 (2) 2 (2)

3 (3) 3 (3) 770 (742) 14 (3) 756 (739) 43 (42) 36 (36) 3 (3) 4 (3)

201 (201) 37 (29) 440 (402) 19 (7) 421 (395) 765 (768) 342 (355) 212 (208) 211 (205)

9 (9) 2 (0) 4 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 33 (30) 15 (10) 9 (10) 9 (10)

1,853 (1,837) 対象外 42 (38) 42 (38) 87 (140) 3,692 (3,663) 3,692 (3,663)

2,153 (2,137) 120 (110) 1,796 (1,870) 71 (33) 1,725 (1,837) 42 (38) 44 (39) 96 (167) 4,836 (4,801) 494 (515) 325 (314) 325 (309) 3,692 (3,663)

注１

注２

注３

注４

注５

注６

注７

対象外

我が国における保障措置活動状況（２０２２年）
(  )内は２０２１年

原子炉等規制法関係法令上の

規制区分
注１

施設等の数
注２ 保障措置検査実績 （人･日）

国際規制物資の使用等に関する規則に基づく 　（件数）

国際規制物資の

使用許可（承認）注３

計量管理規定注４ 計量管理に関する報告注５

核燃料物質
管理報告書

保障措置検査実績施
設等の数

合計 原子力規制委員会
指定保障措置検査等
実施機関（NMCC）

認可
（承認）

変更認可
（承認）

合計 在庫変動報告 物質収支報告 実在庫明細表

原子炉等規制法第61条の8に基づき、国際規制物資を使用している者が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために定める規定。

国際規制物資を使用する者が国際規制物資の使用等に関する規則第7条各項及び計量管理規定に基づき行う報告。

原子力利用
国際規制物資使用者

非原子力利用

国際規制物資使用者
注３

加工

試験研究用等
原子炉

実用発電用原子炉

対象外 対象外

2 (1) 9 (26)

合計

研究開発段階
発電用原子炉

再処理

使用

67 (84) 83 (95)

29 (30) 32 (34)

設計情報検認・検査
注６

補完的なアクセス
注７

対象外

日・ＩＡＥＡ保障措置協定に基づき、IAEAに提供した施設の設計情報の正確性及び完全性を検認・検査するもの。

日・ＩＡＥＡ保障措置協定の追加議定書に基づき、未申告の核物質や原子力活動がないことなどを確認するもの。外務省による実績は含まない。

96 (114) 115 (129)合　　　計

②日・IAEA保障措置協定に基づく設計情報検認・検査及び追加議定書に基づく補完的なアクセス数

立入検査の種類
立入検査等実施回数

（原子力規制委員会）
立入検査等実績(人・日)
（原子力規制委員会）

原子炉等規制法に基づき国際規制物資を使用している者の区分。加工事業者（第13条第1項）、試験研究用等原子炉設置者（第23条第1項）、発電用原子炉設置者（第43条の3の5第1項）、再処理事業者（第44条第1項）、核燃料物質の使用者（第52条第1項）、国際規制物資使用者（第61条の3
第1項）に区分され、そのうち、発電用原子炉設置者は実用発電用原子炉設置者と研究開発段階発電用原子炉設置者に、国際規制物資使用者は原子力利用国際規制物資使用者と非原子力利用国際規制物資使用者に分類される。製錬事業者（第3条第1項）、使用済燃料貯蔵事業者（第43条
の4第1項）及び廃棄事業者（第51条の2第1項）は施設数が0のため記載せず。

,保障措置上の区分に基づく施設数を記載。（原子炉等規制法に基づく事業所の数とは必ずしも一致しない。）
なお、国際規制物資使用者については、国際規制物資使用許可を取得している事業所の数を記載。

核燃料物質を使用する者に限る。

別紙１
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我が国の核燃料物質量一覧
①主要な核燃料物質移動量（2022年）
（各施設において計量管理が行われた結果をまとめた図）

ＭＯＸ燃料
加工施設

ウラン再転換
成型加工施設

ウラン
濃縮施設

再処理施設

実用発電炉

高速増殖炉
新型転換炉

製錬
転換施設

注１ 高速増殖炉、新型転換炉はもん
じゅ（廃炉中）、ふげん（廃炉中）
及び常陽

注3 MOX燃料加工施設は国立研究
開発法人日本原子力研究開発
機構 核燃料サイクル工学研究
所のプルトニウム燃料技術開発
センターの施設及び環境技術開
発センターの研究開発施設

別紙２

図中の施設区分は原子炉等規制法及びその関係法令に基づく規制区分とは異なる。
施設区分には、それらの施設に附帯する施設を含まない。
なお、施設区分の在庫量については、2022年12月31日現在の元素重量を記載。
Puは0.1kg以上、その他の元素は0.1t以上の元素重量を対象に記載。

NU：天然ウラン

DU： 劣化ウラン
Th： トリウム
EU：濃縮ウラン
Pu：プルトニウム

( )： 燃料単位体数

NU 31t
DU 53t
Th 0t
EU 29t
Pu 124kg

DU 105t
EU 8t
Pu 4,974kg

NU 19t
DU 32t
EU 27t
Pu 3,914kg

NU 72t

DU 0t

EU 12t

NU 378t
DU 11,801t
EU 222t

NU 84t
DU 39t
EU 1,207t

NU 371t
DU 3,336t
EU 17,339t
Pu 153,863kg

NU
DU
EU
Pu

2
597
3,472
30,656

t
t
t
kg

注２ 六ヶ所再処理施設は建設中、
東海再処理施設は廃止措置中

試験研究炉

米 英

EU 29t 21t

輸出

(輸出国別内訳)

(124体)

NU 1t
EU 8t
(56体)

輸入

(輸入国別内訳)

仏

EU 70t

輸入

(輸入国別内訳)

仏

DU 6t

Pu 631kg (16体)
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②原子炉等規制法上の規制区分別の核燃料物質の在庫量 2022年12月31日現在

(  )内は2021年12月31日現在

天然ウラン 劣化ウラン トリウム プルトニウム

（t）　 （ｔ）　 （ｔ）　 Ｕ（ｔ） Ｕ-235（ｔ） （kg）　

加 工 462 11,839 0 1,429 58 -

(463) (11,839) (0) (1,368) (55) (-)

試 験 研 究 用 等 31 63 0 34 2 1,840

原 子 炉 (31) (63) (0) (34) (2) (1,840)

実 用 発 電 用 371 3,336 - 17,339 341 153,863

原 子 炉 (370) (3,330) (-) (17,392) (349) (151,619)

研 究 開 発 段 階 - 95 - 3 0 3,257

発 電 用 原 子 炉 (-) (95) (-) (3) (0) (3,279)

再 処 理 2 597 0 3,472 33 30,656

(2) (597) (0) (3,472) (33) (30,657)

使 用 120 252 5 49 1 3,995

(121) (252) (5) (48) (1) (3,997)

原 子 力 利 用 0 0 0

国 際 規 制 物 資 使 用 者 (0) (0) (0)

非 原 子 力 利 用 0 0 0

国 際 規 制 物 資 使 用 者 (0) (0) (0)

986 16,183 5 22,326 435 193,612

(987) (16,177) (5) (22,317) (440) (191,391)

　 ・  表中の「－」については在庫を保有していないことを表し、「0」については0.5未満の在庫を保有していることを表す。

注1  原子力基本法及び核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の規定に基づいている。物理的、化学的な状態によらず区分毎の合計量を記載。

注2  原子炉等規制法に基づき国際規制物資を使用している者の区分。加工事業者（第13条第1項）、試験研究用等原子炉設置者（第23条第1項）、発電用原子炉設置者
       （第43条の3の5第1項）、再処理事業者（第44条第1項）、核燃料物質の使用者（第52条第1項）、国際規制物資使用者（第61条の3第1項）に区分され、そのうち、発電用原
       子炉設置者は実用発電用原子炉設置者と研究開発段階発電用原子炉設置者に、国際規制物資使用者は原子力利用国際規制物資使用者と非原子力利用国際規
       制物資使用者に分類される。製錬事業者（第3条第1項）、使用済燃料貯蔵事業者（第43条の4第1項）及び廃棄事業者（第51条の2第1項）は施設数が0のため記載せず。

注3  四捨五入の関係により、合計が一致しない場合がある。

合　　計注3

　　　　           核燃料物質の区分注１

　
原子炉等規制

法上の規制区分注2

濃縮ウラン
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③二国間原子力協力協定等に基づく供給当事国区分別の核燃料物質の在庫量

2022年12月31日現在
(  )内は2021年12月31日現在

Ｕ（ｔ） Ｕ-２３５（ｔ）

80 3,774 1 16,108 310 137,503

(80) (3,754) (1) (16,137) (314) (136,429)

12 447 0 2,300 41 21,450

(12) (447) (0) (2,311) (43) (20,855)

36 6,520 0 6,142 99 60,818

(36) (6,514) (0) (6,086) (98) (60,042)

676 5,293 0 5,723 100 56,546

(676) (5,293) (0) (5,719) (100) (55,998)

20 1,031 - 3,979 76 32,603

(20) (1,031) (-) (3,994) (79) (31,803)

27 254 - 297 7 2,237

(27) (254) (-) (297) (7) (2,236)

48 6,521 0 8,121 168 26,781

(48) (6,515) (0) (8,093) (171) (25,072)

- - - 37 1 -

(-) (-) (-) (37) (1) (-)

- - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- - - 67 3 -

(-) (-) (-) (67) (3) (-)

- - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

1 2 - 0 0 1

(1) (2) (-) (0) (0) (1)

168 2,075 4 358 8 4,249

(168) (2,075) (4) (358) (8) (4,233)

    ・  表中「－」については在庫を保有していないことを表し、「0」については0.5未満の在庫を保有していることを表す。

注  原子力基本法及び核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の規定に基づいている。物理的・化学的形状によらず区分毎の合計量を記載。

インド

プルトニウム
　　　　　　（kg）

劣化ウラン
　　　　　（ｔ）

濃縮ウラン

トルコ

UAE

トリウム
　　　（ｔ）

韓国

    ・  二国間原子力協定及びIAEAウラン供給協定の対象となる核燃料物質の量を締約国毎に記載。なお、複数の協定の対象となる核燃料物質は、それぞれの供給当事国区分に重複して計上。

 　　            核燃料物質の区分
注

　
　
供給当事国区分

ユーラトム

カザフスタン

天然ウラン
　　　　（t）

アメリカ

イギリス

ベトナム

ヨルダン

フランス

カナダ

ロシア

オーストラリア

中国

IAEA

その他
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参考 

 
２０２２年版保障措置声明における評価結果の概要 

 

保障措置協定の種類 国数 評価結果 

核兵器不拡散条約締約国 １９０注１ － 

 保障措置協定非締約国 ５ いかなる保障措置結論も導出できず。 

保障措置協定適用対象国 １８８注１，注２ － 

 INFCIRC／153型保障措置協定 

（包括的保障措置協定） 
＋ 

追加議定書（Additional Protocol） 
１３４注２ 

７４注２ 

・ 申告された核物質について平和的な原子力活動からの転用の兆候は見
られない。 
・ 未申告の核物質及び活動の兆候も見られない。 

⇒ すべての核物質が平和的活動にとどまっている（拡大結論）。 

６０ 

・ 申告された核物質について平和的な原子力活動からの転用の兆候は見
られない。 
・ 未申告の核物質及び活動がないことに関する評価は続行中。 

⇒ 申告された核物質は平和的活動にとどまっている。 
INFCIRC／153型保障措置協定 

（包括的保障措置協定） ４６ 

・ 申告された核物質について平和的な原子力活動からの転用の兆候は見
られない。 
⇒ 申告された核物質は平和的活動にとどまっている。 

自発的協定（Voluntary Offer Agreement） 
＋ 

追加議定書（Additional Protocol） 
５ 

・ 保障措置が適用されている核物質について転用の兆候は見られない。 

⇒ 選択された施設において保障措置が適用されている核物質は平
和的活動にとどまっているか、又は協定に規定されるとおりに保
障措置から取り下げられている。 

INFCIRC／66型保障措置協定 

３ 

・ 保障措置が適用されている核物質が転用されている、若しくは施設又は
他のアイテムが不正利用されている兆候は見られない。 

⇒ 保障措置の適用されている核物質、施設及び他のアイテムは平和
的活動にとどまっている。 

注１ IAEAによる保障措置活動が実施されず、評価が導出できなかった北朝鮮を含まない。 
注２ この他に台湾。 
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